
別紙２ 

保有する資格及び実務経験等により免除できる科目 

免除できる科目 

研修課程修了者等 研修課程 免除科目（時間） 

重度訪問介護従

業者養成研修基

礎課程修了者 

基礎研修

課程 

・ 居宅介護に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自由者に関

するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自

由者に関するもの 

重度訪問介護従

業者養成研修追

加課程修了者 

基礎研修

課程 

・ 居宅介護に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自由者に関

するもの 

・ 障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義（３時間）のうち、重

度の肢体自由者の疾病及び障害等に関するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自

由者に関するもの 

・ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間）のう

ち、重度の肢体不自由者の医療に関するもの 

重度訪問介護従

業者養成研修統

合課程修了者 

基礎研修

課程 

・ 居宅介護に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自由者に関

するもの 

・ 障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義（３時間）のうち、重

度の肢体不自由者の疾病及び障害等に関するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自

由者に関するもの 

・ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間）のう

ち、重度の肢体不自由者の医療に関するもの 

重度訪問介護従

業者養成研修課

程行動障害支援

課程修了者 

基礎研修

課程 

・ 障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会

保障制度に関する講義（４時間）のうち、知的障害及び精神障害に係

る制度及びサービス並びに社会保障制度に関するもの 

・ 障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義（３時間）のうち、知

的障害者及び精神障害者の疾病及び障害等に関するもの 

同行援護従業者

養成研修一般課

程修了者 

基礎研修

課程 

・ 障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会

保障制度に関する講義（４時間）のうち、視覚障害に係る制度及びサ

ービス並びに社会保障に関するもの 

・ 障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義（３時間）のうち、視

覚障害者の疾病及び障害等に関するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、視覚障害に関す

るもの 

・ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間）のう

ち、視覚障害に関するもの 

 



行動援護従業者

養成研修課程修

了者 

基礎研修

課程 

・ 障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会

保障制度に関する講義（４時間）のうち、知的障害及び精神障害に係

る制度及びサービス並びに社会保障制度に関するもの 

・ 障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義（３時間）のうち、知

的障害者及び精神障害者の疾病及び障害等に関するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な移動の

介護に係る技術に関する講義 

旧視覚障害者外出

介護従業者養成課

程修了者 

又は 

旧視覚障害者移動

介護従業者養成研

修課程修了者 

基礎研修

課程 

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保

障制度に関する講義（４時間）のうち、老人保健福祉に係る制度及

びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの 

・居宅介護に関する講義（３時間） 

・障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義（３時間）のうち、

視覚障害者の疾病及び障害等に関するもの 

・基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な移動の

介護に係る技術に関する講義 

旧全身性障害者外

出介護従業者養成

研修課程修了者 

又は 

旧全身性障害者移

動介護従業者養成

研修課程修了者 

基礎研修

課程 

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保

障制度に関する講義（４時間）のうち、老人保健福祉に係る制度及

びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの 

・居宅介護に関する講義（３時間） 

・障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義（３時間）のうち、

全身性障害者の疾病及び障害等に関するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な移動

の介護に係る技術に関する講義 

旧知的障害者外出

介護従業者養成研

修課程修了者 

又は 

旧知的障害者移動

介護従業者養成研

修課程修了者 

基礎研修

課程 

・障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保

障制度に関する講義（４時間）のうち、老人保健福祉に係る制度及

びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの 

・居宅介護に関する講義（３時間） 

・障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義（３時間）のうち、

知的障害者の疾病及び障害等に関するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（3時間）のうち、基礎的な移動

の介護に係る技術に関する講義 

旧日常生活支援

従業者養成研修

課程修了者 

 

 

 

 

基礎研修

課程 

・居宅介護に関する講義（３時間） 

・障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義（３時間）のうち、知

的障害者の疾病及び障害等に関するもの 

・ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な移動の

介護に係る技術に関する講義 



盲ろう者向け通

訳・介助員養成

研修修了者 

同行援護

従業者養

成研修

（一般課

程） 

講義 

・視覚障害の理解と疾病②（０．５時間） 

・視覚障害者（児）福祉の制度とサービス（１．５時間） 

・同行援護従業者の実際と職業倫理（２．５時間） 

 

講義・演習 

・代読・代筆②（０．５時間） 

 

演習 

・誘導の基本技術②（３時間） 

・誘導の応用技術（場面別・街歩き）②（１時間） 

 


